
 石綿による疾病は茂

 数十年前の仕弗でも発妹します。

 ●もう」度思い出してください。
 口過去に石綿を取り扱う仕事をしていたことがありませんか。

 または、
 目過去に仕事で石綿を吸い込んだ可能性はありませんか。

 ●今、お体は大丈夫ですか。
 口息切れ、せき、胸が苦しい等の症状が出ていませんか。

 ※石綿による疾病では、呼吸器系の症状がよく現れます。

 口中皮腫、肺がん等の病気で療養されていませんか。
 ※石綿を吸い込んだ方に発症することのある病気です。

 ●ご家族などで…
 日中皮腫、肺がん等で亡くなられた方はいませんか。

 お心当たりのある方は、最寄りの労働基準監督署又は

 都道府県労働刷こ・ご遠慮なくご相……焚ください・㌧む
 石綿による疾病と認められた場合・へ∴
 労災保険給付又は特別遺族給付金を受けられる場合があります。
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 ※特別遺族給付金○沽氷期限は、Y成24年3月27L!亥でです。
 平成1S年:{1一」201二1までにイ.r綿による疾病で亡くなった一万例杵のご辿放で、1■寺効により労災保険法に.基づく迦族剤i竹一三給付を'受ける怖1利が消滅した方が対一家です.=.

 ・休業補倣給何一の11寺効は2年、j虹放布1i倣給付の吋効は5年です。

 米行細の茱嚇に従一」1していた上易今、他映性』一11丁1山が交{一きれ、趾u旦..参断を一受けられる功今があ一〕ま'司I..

 Ψ労災保1;一1:の給付則一映とならない.方州攻済給i。」一については、独立行政法人環境再生保全機構

 ホームページ(I1廿p1〃www。甘。a-go.1p'目sbestos'〕をご一参岬ください一  厚生労働省一都道府県労働局.労働基準監督署ぐう岸幽鮎
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 請求手続きを行ってください。

 ○過去の療養や休業についても、2年以内であれば請求できます。
 ○疾病が仕事上のもの1・・)と認められた場合には、上記給付の支給対象となります。

 石綿を原因とする病気について、労災保険の支給対象に該当しない場合でも、救済給付(環境再生
 保全機構から給付)の対象となる場合があります。

 救済給付の申請については、下記問い合わせ先をご参照ください。

 ●労働者(・1)が亡くなった日の翌日から山場合

 ください。仕事による疾病(・・〕で亡くなられたことが認められた場合には、

 上言己給付金の支給対象となります。
 ○遺族補償給付の請求権の時効は、亡くなった日の翌日から起算して5年と

 なっておりますので、お早めに請求手続きを行ってください。

 ●労働者(・1)が亡くなった日の翌日から幽した場合
 ○労働基準監督署でイニi」繍救済之ムに某;づく特則遺炊紙一村会1★〕の請求手続きを

 行ってください。仕事による疾病(・・〕で亡くなられたことが認められた場合

 には、上記給付金の支給対象となります。
 (★)特別遺族給付金は平成18年3月26日までに亡くなった労働者(※1)のご遺族の方に1眼り支給される給付.金です。

 、_盤しZ土∵3i二、二二」1]し、え二二ですので、
 お早めに請求手続きを行ってください。

 石綿を原因とする病気について、遺族補償給付、特別遺族給付金の支給対象に該当しない場合でも、
 救済給付の対象となる場合があります。なお、救済給付の請求期限は、平成18年3月26日以前に亡
 くなられた場合には、平成24年3月27日までですので、お早めに請求手続きを行ってください。
 救済給付の申請については、下記問い合わせ先をご参照ください。

 労災保険又は特別遺族給付金についてのお1州い合わせ先:労働基準監督署・都道府一県労働局
 救済給付についてのお問い合わせ先1独立行政法人環境町生保令機構(画0120-389-931http=!.ノwww.erca.go.jp!asbestos!〕、

 環境省地方環境事務所及び最寄})の保健所等でも受け付けています。

 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署httpl〃www-mhlw.go.jp!


